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本文書に含まれる情報の取扱いはj厳に「知る必要のある者jに限定すること。

本文書に含まれる擴報を漏えいした者に対しては国家公務員法に基づく罰則（1年以下の懲役又は50万円以下の罰金）が課される場合がある。
保管に際しては施錠可能な保管庫を使用すること。

本文書に含まれる情報をインタ三ネットに接綬されたネットワークを使用して通信・保管しないこと。
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１ 本文書に含まれる情報の取扱いは,厳に「知る必要のある者」に限定すること｡ ’ ,

本文書に含まれる情報を漏えいした者に対しては国家公務員法に基づく罰則（1年以下の懲役又は5o万円以下の罰金）が課される鳩合がある。

保管に際しては施錠可能な保管庫を使用すること。

本文害に含まれる情報をインターネットに接続されたネットワークを使用して通信・保管しないこと。
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